
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）(第1面)

広島市長　様

提出者

住所

氏名

(法人にあっては，名称及び代表者の氏名)

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

 事　業　場　の　名　称  三菱重工業株式会社　広島製作所　江波工場

 事 業 場 の 所 在 地  広島市中区江波沖町５番１号

④特別管理産業廃棄物
  の一連の処理の工程

 別紙2-1（1/3,2/3,3/3)　産業廃棄物の一連処理工程表を
 参照願います。

 2025年4月1日～2026年3月31日

①事　業　の　種　類  航空機製造業

②事　業　の　規　模 342億円

③従　 業　 員 　数 745人（グループ会社、請負会社含む）

 計　　画　　期　　間

三菱重工業株式会社
広島製作所　江波工場

082-534-9650

特別管理産業廃棄物処理計画書

2025年　5月　28日

広島市中区江波沖町５番１号

民間機セグメント
広製統括責任者　　吉野　秀明



別紙４

2024 年度）実績量
2025 年度）計画量

　 単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

49 49 49 49 49 49 49 49

91 90 91 90 91 90 91 90

78 77 78 77 78 77 78 77

1 1 1 1 1 1 0 0

175 173 175 173 175 173 174 172

55 54 55 54 55 54 55 54

449 444 0 0 0 0 0 0 0 0 449 444 449 444 447 442 0 0 0 0

　 ※上記に分類できない特別管理産業廃棄物がある場合に限り、空欄へその特別管理産業廃棄物の具体的な名称を記入してください。

（廃棄物処理法-特管産廃処理計画書）

認定熱回収業者への
処理委託量

現状：前年度（
計画：今年度（

廃油

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う産業廃棄物の量

全処理委託量

特別管理産業廃棄物の種類

自ら行う再生利用に関する事項 自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項 処理委託に関する事項

排出量
認定熱回収業者以外の熱回収

を行う業者への処理委託量
優良認定処理業者への

処理委託量

排出抑制に関する事項

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

再生利用業者への
処理委託量

ばいじん

廃油（金属を含むもの）

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

廃PCB等

廃酸（金属を含むもの）

449

合計

廃アルカリ（金属を含むもの）

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

PCB汚染物

PCB処理物

指定下水汚泥

鉱さい

廃石綿等

汚泥（金属を含むもの）

燃え殻



別紙５（廃棄物処理法-特管産廃処理計画書）

１　特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等）

２　特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　

別紙2-2管理体制表を参照願います。

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

 ① 社内リサイクルの展開
 ② 包材の削減・通い箱の推進
 ③ 分別の徹底と有価物化
 ④ リサイクル先の開拓
 ⑤ ゼロエミッション活動
 ⑥ 廃棄物置場パトロールによる環境意識高揚
 ⑦ 油回収設備設置による廃油削減

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

上記①現状の継続

【参考様式】
記載項目を満たしていれば、任意の様式
で作成したものでも提出可能です。



３　特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

４　自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

５　自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

　　①現状
　　（分別している特別管理産業廃棄物
の
　　　種類及び分別に関する取組）

種類
PH12.5以上(アルカリ廃液、廃アミン、水酸化ナトリウム、アルカリ廃液（有
害））
PH2以下(塩酸廃液、廃硫酸水溶液、塩酸・硝酸混合廃液、硝酸廃液、強
酸廃液、自動計測器試薬廃液、廃バッテリー（強酸）、クロム廃硫酸水溶
液、強酸有害、廃酸有害、）、、有害汚泥、廃アセトン、廃引火性廃油、廃
有機溶剤、廃塗料、灯油、微量ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル、
飛散性廃石綿

取組
仕分け表の周知徹底、分別状況パトロールによる改善・指導、集積場で

　　②計画
　　（今後、分別する予定の特別管理産
業
　　廃棄物の種類及び分別に関する取
組）

上記①現状の継続

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

該当なし

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

該当なし

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

該当なし

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

該当なし



６　自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

７　特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

8　電子情報処理組織の使用に関する事項

ｔ

現在、電子マニフェスト（JWNET）を活用しており、
今後も継続する。

　　②今後実施する予定の取組等

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

該当なし

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

該当なし

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

 ①再生利用業者への処理委託割合向上
 ②優良認定処理業者への処理委託割合向上

449
　　①特別管理産業廃棄物排出量
　　(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

  上記①現状の継続



１／３

廃棄物の種類 廃棄物の名称 再資源化方法

有機汚泥 混　　合 焼　　却 原　料　化

（セメント原料、路盤材、肥料に再利用）

分　　別 肥料化

汚　　　泥 無機汚泥 選　　別 混　　合 原　料　化

（セメント原料に再利用）

塗料・油付着土砂 混　　練 焼却・熔融 原　料　化

（路盤材に再利用）

無機汚泥 焼　　却 管理型埋立処分場

再　生　油

廃油 （再生重油として売却）

油水分離 燃料化 燃　料　化

含水油 （セメント燃料として売却）

廃　　　油 燃　料　化

油付着物 焼　　却 （焼却炉補助燃料）

選　　別 原　料　化

スラッジ （セメント原料に再利用）

熔　　融 原　料　化

（路盤材に再利用）

廃油 焼　　却 管理型埋立処分場

油付着物

焼　　却 管理型埋立処分場

廃　　　酸 特管を除く廃酸 中　　和

脱　　水 原　料　化

（セメント原料に再利用）

焼　　却 管理型埋立処分場

廃アルカリ 特管を除く廃アルカリ 中　　和

脱　　水 原　料　化

（セメント原料に再利用）

廃プラスチック 焼　　却 管理型埋立処分場

発泡スチロール 破　　砕 造　　粒 ＲＰＦ固形燃料

廃プラスチック類 （製鉄燃料・原料として売却）

塩ビ系廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 圧縮・梱包 燃　料　化

（焼却炉補助燃料）

塗料・油付着プラ 焼　　却 熔    融 原　料　化

（路盤材に再利用）

パレット 原　料　化

木　く　ず 切　　断 破　　砕 （建材原料として売却）

梱包材 燃　料　化

（補助燃料として売却）

金属混合物類 選　　別 　 熔    融

（什器類・電気部品）

切断ノロ 原　料　化

金属くず 破　　砕 選　　別 （金属原料として売却）

廃バッテリ 原　料　化

（製鉄・製錬原料として売却）

廃乾電池 選　別 焙　焼 原　料　化

（金属原料として売却）

リチウムアルミ 焼　却 管理型埋立処分場

塗料・油付着金属 焼　　却 選　　別 原　料　化

（金属原料として売却）

（廃棄量少量の場合焼却・埋立）

（廃棄量少量の場合焼却・埋立）

別紙2-1産業廃棄物の一連処理工程表

中間処理方法



２／３

廃棄物の種類 廃棄物の名称 再資源化方法

蛍光管 破　　砕 熔　　融 原　料　化

（路盤材に再利用）

板ガラス 破　　砕 混　　合 管理型埋立処分場

空ビン 選　　別 原　料　化

（ビン原料に再利用）

レンガくず 破　　砕 選　　別 原　料　化

（下層路盤材に再利用）

陶磁器類

破    砕 選　　別 原　料　化

ｻﾝﾀﾞｰ・砥石くず （セメント原料に再利用）

ＲＣＦ 熔    融 破　　砕 原　料　化

(路盤材に再利用)

石膏ボード 破　　砕 選　　別 原　料　化

(石膏原料に再利用)

鉱　さ　い フラックス・ガーネット 混錬 原　料　化

（セメント原料に再利用）

鉄紛砂 選別 固化

がれき類 アスファルトくず 破　　砕 原　料　化

（下層路盤材に再利用）

コンクリートくず 管理型埋立処分場

(石綿含有廃棄物） 非飛散性石綿含有物 熔    融 破　　砕 原　料　化

廃棄物の種類 廃棄物の名称 再資源化方法

汚泥（有害） 有害含有汚泥 安定化 管理型埋立処分場

再　生　油

沈　　殿 蒸　　留 （再生油として売却）

揮発油 油水分離 混　　合 燃　料　化

引火性廃油 （セメント燃料として売却）

熔　　融 原　料　化

廃塗料 焼　　却 （下層路盤材に再利用）

管理型埋立処分場

引火性廃油（有害） 有害含有廃油 焼　　却 安定化 管理型埋立処分場

脱　　水 原　料　化

強　　　酸 ＰＨ２．０以下の廃酸 中　　和 （セメント原料に再利用）

焼　　却 管理型埋立処分場

特別産業廃棄物の一連処理工程表

中間処理方法

ガラス・コンクリー
ト・陶磁器くず

中間処理方法



３／３

廃棄物の種類 廃棄物の名称 再資源化方法

焼却・還元 原　料　化

強酸（有害） 有害含有強酸 中　　和 （鉄原料に再利用）

焼　却 管理型埋立処分場

脱　　水 原　料　化

強アルカリ ＰＨ１２．５以上の廃アルカリ 中　　和 （セメント原料に再利用）

焼　　却 管理型埋立処分場

脱　　水 原　料　化

強アルカリ（有害） 有害含有強アルカリ 中　　和 （セメント原料に再利用）

焼　　却 管理型埋立処分場

ばいじん（有害） 耐火煉瓦（有害物含有） 熔　　融 破　　砕 原　料　化

（下層路盤材に再利用）

トランス

廃 P C B 等 コンデンサー 解　　体 焼    却 原　料　化

（金属原料として売却）

安定器

廃 石 綿 等 飛散性石綿 溶　　融 破　　砕 原　料　化

(路盤材に再利用)

廃棄物の種類 廃棄物の名称 再資源化方法

可燃ごみ 紙くず・茶滓等 袋　　詰 焼　　却 燃料化

（広島市中工場）

古紙・ダンボール 圧縮梱包

紙　く　ず 原料化

機密書類 破砕 圧縮梱包 （製紙原料として売却）

中間処理方法

事業系一般廃棄物の一連処理工程表

中間処理方法



組織法による
公害防止管理体制

組織法による
公害防止管理体制

　(含、江波部門）

広　島　地　区　環　境　管　理　体　制　図 　【2025.4.1】

江　波　工　場

コーポレート・ST部門（総研・DI本部・ＶＣ本部）

観　　音　　工　　場

機械システムセグメントプラント・インフラドメイン エナジードメイン
GX

セグメント

本
　
社

物流・冷熱・
ドライブシステムドメイン

民間機セグメント

広
　
製
　
地
　
区

プラント・インフラドメイン、
機械システムセグメント

Pｒｉｍｅｔａｌｓ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

Ｊａｐａｎ

社環境管
理事務局

各部門長

社員

社員

各部門長

社員

社環境管
理事務局

社員

各部門長

社環境管
理事務局

2025.4.1

民間機セグメント企画管理部
（地区セグメント環境）

吉野 地域統括責任者
（江波工場 公害防止統括者）

セグメント長
（社環境委員）

ドメイン環境事務局（安全環境G）

プラント・インフラドメイン長

公害防止統括者代理：
安全環境・品質保証部、（MCO）
水質公害防止管理者：（ＭＨＩＭＴ安環課）

同代理者：（民セ江波製）

公害防止統括者代理 ：
水質公害防止管理者 ： （民セ江波製）

同 代理者 ： （民セ江波製）

大気公害防止管理者 ： （民セ江波製）
同 代理者 ： （民セメタル技術））

MCO安全環境G
（地区ドメイン環）

星広島地区環境統括者
（観音工場 公害防止統括者）

セグメント長（社環境委員）
物流・冷熱・

ドライブシステムドメイン長

（環境管理責任者、環境ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者、社環境委員） （環境管理責任者、環境ｺﾝﾌﾟﾗｲ
ｱﾝｽ責任者、社環境委員）

ドメイン環境事務局
（安全環境室）

セグメント環境事務局

セグメント環境事務局

ドメイン環境事務局

セグメント環
境事務局

各コーポレート部門長

各ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ環境事務局

総務部 主幹部員 兼 ＨＲ
マネジメント部 主幹部員

各部門長
・総務部総務第4グループ

・本社法務部

・ﾟHRM部 広島HRBPG
・総研広島

・DI本部 デジタル基盤技術部 コラボレーション

システムグループ ユーザーサポートチーム

・バリューチェーン本部施設管理部

社環境管理事務局

社環境管理事務局

～

三菱重工マシナリー
テクノロジー
(江波 部門）

各部門長

～

三菱重工マシナリー
テクノロジー

ＭＨＩｿﾘｭｰｼｮﾝ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

～～

ＭＨＩﾌｧｼﾘﾃｨｰ
ｻｰﾋﾞｽ

ＮＴＴデータＭＨＩシ
ステムズ

ＭＨＩ-TC

～

・ダイヤモンドオフィス
サービス

・富士フイルムサービスリンク
・ダイヤエコテック広島 ｅｔｃ.

～

・三菱重工冷熱 ・MHパワーエンジニアリング

地区環境担当者

各部門長

三菱重工機械
システム

各部門長

エナジードメイン長

副ドメイン長 （社環境委員）
安全環境室長

（環境管理責任者、環境ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者）

社員

安全環境・品質保証部長
（環境管理責任者,

環境ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者）

三菱重工
コンプレッサ

社長（社環境委員長）

～

～ ～
～

社員社員

各部門長

～

～

～

～～

注１ 実線は社環境マネジメントでの管理体制

注２ 赤点線は「公害防止組織の整備に関わる法」による、 観音工場、江波工場

それぞれの法的は管理体制

（グループ会社単独での公害防止統括者、管理者届出は記載を割愛）

社員 社員

セグメント長（社環境委

082-253-


